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新
た
に
４
月
１
日
か
ら
、
よ
り
子
育
て
し
や

す
い
環
境
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
お
子
さ

ん
が
３
人
以
上
い
る
世
帯
の
第
２
子
以
降
の
保

育
料
を
軽
減
し
ま
す
。

　

ま
た
、
国
の
制
度
で
も
、
年
収
３
６
０
万
円

未
満
相
当
の
世
帯
に
対
し
て
の
軽
減
の
拡
充
が

行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

■
対
象
と
な
る
世
帯

　

生
計
を
同
一
に
す
る
子
ど
も
が
３
人
以
上
の

場
合
は
、
子
ど
も
の
年
齢
に
制
限
を
設
け
ず
、

最
年
長
の
お
子
さ
ん
を
第
１
子
と
し
、
第
２
子

が
利
用
す
る
場
合
の
保
育
料
は
半
額
、
第
３
子

以
降
の
と
き
は
無
料
と
な
り
ま
す
。（
例
１
参
照
）

　

ま
た
、
国
の
制
度
に
よ
り
、
生
計
を
同
一
に

す
る
子
ど
も
が
２
人
の
場
合
で
も
、
父
母
の
年

収
が
３
６
０
万
円
未
満
相
当
の
場
合
は
、
お
子

さ
ん
の
年
齢
に
制
限
を
設
け
な
い
こ
と
に
な
る

予
定
で
す
。（
例
２
参
照
）

　

※�

原
則
同
居
で
生
計
を
同
一
に
し
て
い
る
子

ど
も
で
す
。
た
だ
し
、
別
居
し
て
い
て
も

常
に
生
活
費
な
ど
の
仕
送
り
し
て
い
る
場

合
は
、
生
計
を
同
一
と
み
な
し
ま
す

　

商
工
会
議
所
、
商
工
会
、
市
内
金
融
機
関
な

ど
と
連
携
し
て
、
次
の
よ
う
な
創
業
に
必
要
な

支
援
を
行
い
ま
す
。

■
創
業
相
談
窓
口
を
開
設

　

商
工
観
光
課
で
、
創
業
に
関
す
る
相
談
に
応

じ
ま
す
。
補
助
金
、
交
付
金
や
セ
ミ
ナ
ー
な
ど

創
業
の
支
援
メ
ニ
ュ
ー
の
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

　

窓
口
開
設
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

■
創
業
支
援
の
補
助
金
、
交
付
金
を
新
設

　

創
業
時
に
必
要
な
費
用
な
ど
を
支
援
し
ま
す
。

　

①�

産
業
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
事
業
補
助
金
（
創

業
応
援
事
業
）

　
　

�

補
助
率
１
／
２
（
空
き
店
舗
利
用
の
場
合

は
２
／
３
）

　
　

上
限
額
１
０
０
万
円

　

②�

雇
用
創
出
型
創
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
交
付
金

　
　

交
付
額

　
　

⃝
新
規
に
１
人
を
雇
用
す
る
場
合

　
　
　

２
０
０
万
円
以
内

　
　

⃝
新
規
に
２
人
以
上
を
雇
用
す
る
場
合

　
　
　

４
０
０
万
円
以
内

■
創
業
・
経
営
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　

○
夢
に
挑
戦
！
村
上
創
業
塾

　

○
創
業
者
個
別
相
談

　
　

村
上
商
工
会
議
所
（
☎
53
‐
４
２
５
７
）

　

○
し
ん
き
ん
経
営
塾

　
　

村
上
信
用
金
庫
（
☎
53
‐
２
１
８
１
）

　

※�

事
業
内
容
や
実
施
時
期
な
ど
は
、
問
い
合

わ
せ
先
ま
た
は
各
事
業
所
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ　

商
工
観
光
課
商
工
振
興
室

　

☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
５
４
）

【
例
１
】
子
ど
も
が
３
人
以
上

【
例
２
】
年
収
３
６
０
万
円
未
満
相
当
で
子
ど

も
が
２
人

※
な
お
、
私
立
幼
稚
園
に
つ
い
て
も
同
様
の
軽

減
措
置
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
５
月
下
旬
以

降
に
幼
稚
園
を
通
じ
て
保
護
者
に
ご
連
絡
す

る
予
定
で
す
（
学
校
教
育
課
教
育
総
務
室
）

●
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課
子
育
て
支
援
室

　

☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
４
１
）

　

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
地
域
福
祉
室

NEW!

NEW!

子
育
て
世
帯
を
応
援

あ
な
た
の
夢
を
応
援

多
子
世
帯
の
保
育
料
を
軽
減
し
ま
す

創
業
す
る
事
業
者
を
支
援
し
ま
す市内金融機関と創業支援のための連携協

定を結びました

生計同一（父・母）

生計同一（父・母）

生計同一（父・母）

23歳� 社会人� 第１子目

14歳� 中学生� 第２子目

２歳� 保育園など� 第３子目�無料
小２� 小学生� 第１子目

２歳� 保育園など� 第２子目�半額

小２� 小学生� 第１子目

５歳� 認定こども園�第２子目�半額

２歳� 保育園など� 第３子目�無料


